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告 示

北海道告示第３５１号

高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第５８条の３０の３第１項の規定により、指定保安
検査機関を次のとおり指定した。
平成２３年５月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 名 称
北海道エア・ウォーター・エンジニアリング株式会社

２ 代表者の氏名
代表取締役 辻 昌己

３ 所 在 地

札幌市東区北丘珠３条３丁目２番１６号
４ 指定する地域
北海道内

５ 指定する区分又は業務の範囲
� 液化石油ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５２号）第７８条第４項で規定する特定
施設の保安検査

� 一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５３号）第８０条第４項で規定する特定
施設の保安検査

� 専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は酸素の貯槽（二重殻真空断熱式構造
のものに限る。）に接続された気化器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設
備（当該高圧ガス設備のみを有する事業所に設置されているものに限る。）に係る特定
施設の保安検査

６ 保安検査を行う事業所の名称及び所在地
北海道エア・ウォーター・エンジニアリング株式会社
札幌市東区北丘珠３条３丁目２番１６号

７ 指定年月日
平成２３年４月２６日

北海道告示第３５２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、余市土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成２３年５月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２３．４．３ 理 事 嶋 保 余市郡余市町黒川町８３番地１
同 同 同 石 岡 渡 同 余市町梅川町１２２９番地
同 同 同 西 條 正 昭 同 仁木町旭台５０番地
同 同 同 三 浦 敏 幸 同 仁木町北町６丁目８番地８
同 同 同 池 田 裕 之 同 余市町梅川町４２３番地１
同 同 同 内 田 英 之 同 余市町沢町５丁目４６番地
同 同 同 大 西 豊 同 余市町豊丘町１５５３番地
同 同 同 大 宮 代治 同 余市町山田町５４８番地
同 同 同 神 � 一 同 余市町豊丘町６７６番地
同 同 同 武 市 芳 清 同 余市町美園町２６９番地１９
同 同 同 宮 野 安 民 同 余市町豊丘町１０９４番地
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就 任 平成２３．４．３ 理 事 伊 藤 浩 一 余市郡仁木町砥の川５５番地１０
同 同 監 事 加 藤 光 一 同 余市町美園町３６６番地
同 同 同 井 内 宏 文 同 仁木町旭台２１７番地
同 同 同 広 瀬 寿 夫 同 余市町山田町４１４番地
退 任 同 ２３．４．２ 理 事 嶋 保 同 余市町黒川町８３番地１
同 同 同 内 田 豊 明 同 余市町梅川町８５４番地２
同 同 同 西 澤 義 治 同 仁木町砥の川９８番地
同 同 同 三 浦 敏 幸 同 仁木町北町６丁目８番地８
同 同 同 池 田 裕 之 同 余市町梅川町４２３番地１
同 同 同 大 西 豊 同 余市町豊丘町１５５３番地
同 同 同 神 � 一 同 余市町豊丘町６７６番地
同 同 同 武 市 芳 清 同 余市町美園町２６９番地１９
同 同 同 那 須 正 弘 同 余市町沢町２２３番地
同 同 同 広 瀬 寿 夫 同 余市町山田町４１４番地
同 同 同 宮 野 安 民 同 余市町豊丘町１０９４番地
同 同 同 西 條 正 昭 同 仁木町旭台５０番地
同 同 監 事 佐 藤 勉 同 余市町豊丘町１３７５番地
同 同 同 井 内 宏 文 同 仁木町旭台２１７番地
同 同 同 加 藤 光 一 同 余市町美園町３６６番地

北海道告示第３５３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２３年５月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２３．５．１０ 蘭 越 土 地 改 良 区
同 余市川土地改良区
同 共 和 土 地 改 良 区
同 てしおがわ土地改良区

北海道告示第３５４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成２３年５月２４日から２０日間、一般の縦覧に供する。

平成２３年５月２０日
北海道知事 高 橋 はるみ

地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
東 郷 南 部

きよ

畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（土層改良、暗渠
排水）

北 海 道 上 川 総 合 振 興局

きよ

網 走 西 畑地帯総合整備［担い手支援型］（区画整理、暗渠排水、土層改良） 北海道オホーツク総合振興局
士幌西部南

きよ

同 （区画整理、暗渠排水、土層改良、
農用地造成）

北 海 道 十 勝 総 合 振 興局

計 根 別 南 草地整備［担い手中核型］（区画整理） 北 海 道 根 室 振 興 局
根 室 東 同 同

北海道告示第３５５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２３年５月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 厚岸郡浜中町霧多布東４条１丁目２・２０・２１（以上３筆につい

て次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路総合振
興局産業振興部林務課及び浜中町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３５６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２３年５月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林の所在場所 爾志郡乙部町字花磯１・４の１（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）
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� 指 定 の 目 的 風害の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所 厚岸郡浜中町厚陽１９７・２１６・２３２・２３７・２４７（以上５筆につ
いて次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 風害の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局及
び振興局の産業振興部林務課並びに関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３５７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２３年５月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 勇払郡厚真町字軽舞７６６・７７３（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道胆振総合振興局産業振興部林務課及び厚真町
役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３５８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業

要件を変更する。
平成２３年５月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

虻田郡倶知安町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 公衆の保健
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志総合振
興局産業振興部林務課及び倶知安町役場に備え置いて縦覧に供する。）

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道石狩振興局告示第４号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年５月２０日

北海道石狩振興局長 荒 川 剛
１ 調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
� Ａ重油 ４６，２００リットル
� Ａ重油 ５１，６００リットル
� Ａ重油 １６，３００リットル
白灯油 １，７００リットル


 Ａ重油 ６，８００リットル
白灯油 １，４００リットル

� Ａ重油 １１，６００リットル
� Ａ重油 ９，６００リットル
白灯油 ４，７００リットル

 Ａ重油 １６，６００リットル
白灯油 ８，０００リットル
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� Ａ重油 １０，１００リットル
白灯油 １，６００リットル

� Ａ重油 ２４，４００リットル
白灯油 ６，７００リットル

� Ａ重油 １３，５００リットル
白灯油 ７，９００リットル

� Ａ重油 １２，９００リットル
白灯油 ２，５００リットル

� 白灯油 ４，２００リットル
２ 落札を決定した日
� １の�から�まで及び�から�まで
平成２３年３月２４日

� １の
平成２３年３月３０日

３ 落札者の氏名及び住所
� １の�、�及び�
ア 氏 名 茂田石油株式会社
イ 住 所 旭川市住吉４条２丁目８番１３号

� １の�、
及び�
ア 氏 名 ミナミ石油株式会社
イ 住 所 札幌市北区篠路７条１丁目４番１号

� １の�及び�
ア 氏 名 北海道エナジティック株式会社
イ 住 所 札幌市白石区東札幌３条１丁目１番１８号


 １の
ア 氏 名 笹木産業株式会社
イ 住 所 滝川市流通団地２丁目４番３９号

� １の�
ア 氏 名 安藤石油販売株式会社
イ 住 所 石狩郡当別町栄町４５番地１７

� １の�
ア 氏 名 サンシン油業株式会社
イ 住 所 札幌市西区西町北３丁目３番１号

 １の�
ア 氏 名 北海シエル株式会社

イ 住 所 釧路市大町１丁目１番１５号
４ 落札金額
� ７９円
� ７８円４０銭
� ７８円９０銭（Ａ重油）
８１円７０銭（白灯油）


 ７８円９０銭（Ａ重油）
８１円８０銭（白灯油）

� ８５円
� ８５円（Ａ重油）
８７円６０銭（白灯油）

 ８３円５０銭（Ａ重油）
８５円（白灯油）

� ８５円（Ａ重油）
８６円（白灯油）

� ７８円９０銭（Ａ重油）
８１円８０銭（白灯油）

� ８３円（Ａ重油）
８３円（白灯油）

� ８５円（Ａ重油）
８５円８０銭（白灯油）

� ８７円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年２月８日付け北海道石狩振興局告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道石狩振興局地域政策部総務課
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

道教育庁石狩教育局告示

北海道教育庁石狩教育局告示第９２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年５月２０日
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北海道教育庁石狩教育局長 伊 藤 文 明
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル及び用紙を除く。）の供給を
含む。）一式（２６台分に係る１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）

� 調達台数及び調達予定枚数
２６台 １８０，４１０枚（１月当たり）

２ 落札を決定した日
平成２３年３月１５日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 富士ゼロックス北海道株式会社
� 住 所 札幌市中央区大通西６丁目１番地
４ 落札金額
基本料金 一式 ０円
複写料金 １枚当たり ０．８０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年２月１５日付け北海道教育庁石狩教育局告示第１７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁石狩教育局企画総務課
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

道教育庁オホーツク教育局
告 示

北海道教育庁オホーツク教育局告示第２６号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年５月２０日

北海道教育庁オホーツク教育局長 西 崎 毅
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
ア Ａ重油その１（網走養護学校） １６３，６６４リットル

イ Ａ重油その２（北見支援学校） ５０，４９６リットル
ウ Ａ重油その３（紋別養護学校ひまわり学園分校） ３４，８３１リットル
エ Ａ重油その４（紋別養護学校） １０６，６２９リットル
オ Ａ重油その５（紋別高等養護学校） １５５，９９８リットル
アからオまでについては、それぞれの入札による。

� 調達をする物品等の仕様等 ＪＩＳ１種２号
� 契 約 期 間 契約締結の日から平成２４年５月３１日まで

 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格（暖房燃料）を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。


 石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６号）第２４条第１項の規定による
石油販売業の届出をしている者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の
に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年５月２０日（金）から同年６月１７日（金）まで（日曜

日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３丁目

北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 網走市北７条西３丁目 北海道オホーツク合同庁舎１階保健

所会議室（送付による場合は、郵便番号０９３－８６１９ 網走市北
７条西３丁目 北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支
援室）
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� 入 札 日 時
ア １の�のア及びイ 平成２３年６月３０日（木）午前９時３０分
イ １の�のウからオまで 平成２３年６月３０日（木）午前１０時３０分
（送付による場合は、平成２３年６月２９日（水）午後５時までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。

 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の公
告の予定時期
� 名 称 及 び 数 量 Ａ重油 ７７０，５８９リットル
� 予 定 時 期 平成２３年９月頃
８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、北海道教育庁オホーツク教育局ホームページ（http : //

www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/okh/kokuji.htm）においてダウ
ンロードすることができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のウ及び３の�による。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１１ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室
� 所 在 地 郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３丁目

電話番号０１５２－４１－０７８６
１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 163,664 liter

ｂ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 50,496 liter

ｃ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 34,831 liter

ｄ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 106,629 liter

ｅ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 155,998 liter

Ｂ Bid tendering date and time :

ａ ａ,ｂ 9 : 30 A.M., June 30, 2011

ｂ ｃ,ｄ,ｅ 10 : 30 A.M., June 30, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M., June 29, 2011)

Ｃ Contact : Office of Prefectual School Spending Management, Okhotsk District Bureau of

Education, Hokkaido Office of Education, Nishi 3, Kita 7, Abashiri 093-8619 Japan

Phone : 0152-41-0786

道 収 用 委 員 会 告 示

北海道収用委員会告示第４号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定に基づき、次の書類を北海道収
用委員会事務局（札幌市中央区北３条西６丁目）において保管してあるので、次の者は出頭
の上受領されたい。
なお、当該書類を受領しないときは、平成２３年６月９日の経過をもって同項の規定に基づ
く通知があったものとみなされる。
平成２３年５月２０日

北海道収用委員会会長 山 口 均
１ 書類の名称
審理の開始通知書（平成２３年５月１３日付け北収第４１号北海道収用委員会会長通知）

２ 書類の交付を受けるべき者の住所及び氏名並びに収用しようとする土地の所在・地番

住 所 氏 名 収用しようとする土地の所在・地番

不 明 不明
（ただし、（亡）
佐藤惠子の相続人）

札幌市中央区北２条東９丁目１３番１２
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